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１ 策定の趣旨

氷見市は、平成１５年３月、市町村合併問題について、市民懇話会や市議会で
の真剣な議論や検討を踏まえ、早急な合併は行わず、当面単独市政を続けること
を選択しました。
その後、平成１５年度から１８年度までを集中行財政改革期間と定め、財源不

足の解消や定員の適正化などの数値目標を掲げ、持続可能な簡素で効率的な行政
体を目指した「行財政健全化緊急プログラム」に取り組んできました。
これまでのところ、人件費の抑制措置や投資的経費の圧縮などの取り組みによ

り、計画期間中の４年間で約５８億円に上ると予想された財源不足は概ね解消が
図られるなど、現行プログラムはほぼ目標どおり達成できる見込みとなっていま
す。
しかしながら、国・地方を通じて財政環境は依然厳しい状況にあり、国は、基

礎的財政収支の黒字化に向けて歳出・歳入一体改革を進めるとしており、地方財
政についても、人件費の削減や地方単独事業の抑制等歳出の削減を強く求めてい
ます。
また、地方交付税については、現行法定率を堅持し、安定的な財政運営に必要

な税や交付税等の一般財源総額を確保するとしている一方、人口や面積等を基本
に算定方法を簡素化する新型交付税が導入されるなど、市にとって最大の財源で
ある地方交付税が今後減額となる事態も想定しておく必要があります。
加えて、市では、過去の借入金の返済が平成１９・２０年度にピークを迎える

ほか、高齢化の進展に伴う介護・保健・医療等関係経費の増加、更には市民病院
の経営及び今後の方向等を考えると、市財政はこれから最も厳しい時期を迎える
ことになります。
このため、平成１９年度から２１年度までを計画期間とする「氷見市集中改革

プラン」を策定し、行政の規模と質を経営体力に見合ったものに改め、歳入と歳
出のバランスのとれた持続可能な行政体を目指します。
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２ 計画期間中の財政収支見通し

新型交付税の導入による影響額など歳入面で不透明な部分があり、先を見通す
ことが難しい状況ではありますが、一定の条件の下で試算した平成２１年度まで
の一般会計の収支（一般財源ベース）の見込みは、次のとおりです。
なお、この試算は平成１８年９月現在のものであり、職員数のほか、投資的経

費や一般行政経費等を平成１８年度と同水準で見込むなど、以下に掲げる条件及
び積算方法を試算の前提としたものであり、今後の改革による収支改善額を考慮
したものではありません。

(1) 試算の前提とした条件及び積算方法

市の人口及び世帯数

区 分 総人口
増減率

（％）

年少人

口

増減率

（％）

生産年

齢人口

増減率

（％）

65歳以

上人口

増減率

（％）

平成 12 年国勢調査 56,680 △3.6 7,457 △12.7 35,217 △ 7.5 14,003 14.9

平成 17 年国勢調査 54,493 △3.9 6,714 △10.0 33,070 △6.1 14,709 5.0

平成 22 年（推計） 51,827 △4.9 6,127 △8.7 30,470 △7.9 15,228 3.5

＊国立社会保障・人口問題研究所の市区町村別将来推計人口による。

＊平成 17 年国勢調査は、総人口（速報値）以外公表されていないため、推計値の割合で年齢区分

別人口を算出している。

歳入
 市税
・ 個人市民税所得割：H18 見込額×名目経済成長率 2.0％×将来人口（生産年齢

人口）の年平均増減率、定率減税廃止及び税源移譲による増収分を H19 見込

額に加算

・ 個人市民税均等割：H18 見込額×将来人口（総人口）の年平均増減率

・ 法人市民税法人税割：H18 見込額×名目経済成長率 2.0％

・ 法人市民税均等割：H18 見込額と同額

・ 固定資産税：H18 見込額を基準に評価替による影響額等を考慮

・ 軽自動車税：H18 見込額×将来人口（生産年齢＋65 歳以上人口）の年平均増

減率

・ 市たばこ税：H18 見込額×将来人口（生産年齢＋65 歳以上人口）の年平均増

減率

・ 入湯税：H18 見込額と同額

 地方交付税及び臨時財政対策債
・ 普通交付税：現行制度を基本に骨太方針 2006 及び税源移譲による影響額等を考

慮

・ 特別交付税：現行制度を基本に合併支援措置に伴う配分額の減、上水道高料金対

策の減等を考慮

・ 臨時財政対策債：現行制度を基本に H18 見込額と同額
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 地方譲与税・交付金等
・ 所得譲与税：Ｈ19 以降廃止

・ その他の譲与税等：H18 見込額×名目経済成長率 2.0％

 その他の収入
・ 減税補てん債：定率減税相当分の減額を考慮

・ その他の財産収入等：H18 見込額と同額程度

歳出
 人件費
・ 職員数を H18 の 485 人で固定化し、退職に伴う新陳代謝を見込む

・ H18 給与構造改革による昇給抑制等の経過措置及び退職手当事務組合負担率

の増を考慮

 扶助費
・ H18 見込額×将来人口（65 歳以上人口）の年平均増減率

 公債費
・ 借入条件は年利 2.5％、H19 以降の新規借入は通常債 H18 見込額 13 億円程度

で積算

 投資的経費
・ H18 見込額と同額

 繰出金
・ 水道事業：現行繰出基準に基づき積算（H22 高料金対策繰出の減）

・ 病院事業：現行繰出基準に基づき積算（不良債務解消及び増改築事業を含む）

・ 下水道事業：現行繰出基準に基づき積算（下水道事業債の償還ピークは H21）

・ 国保、老人医療、介護：現行繰出基準に基づき積算

 物件費、維持補修費、補助費等
・ H18 見込額を基準に高岡広域圏ごみ処理施設建設費負担金等を見込む

 減債基金積立金
・ ひみ市民債償還財源（5年満期一括償還）の積立
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(2) 集中改革プランによる改革前の財政収支見通し

■ 一般会計（国・県支出金等の特定財源を除く一般財源ベースでの収支） （単位：百万円）
H17

決算額
H18

見込額
H19

見込額
H20

見込額
H21

見込額
H19～21
合計 備 考

市税 4,941 4,922 5,538 5,580 5,475 16,593
（個人市民税所得割） (1,523) (1,620) (2,202) (2,211) (2,220) (6,633) H19税源移譲分等加算
（個人市民税均等割） (66) (77) (76) (75) (74) (225)
（法人市民税法人税割） (154) (146) (149) (152) (155) (456)
（法人市民税均等割） (104) (104) (104) (104) (104) (312)
（固定資産税） (2,660) (2,546) (2,582) (2,617) (2,505) (7,704)
（軽自動車税） (107) (109) (108) (107) (106) (321)
（市たばこ税） (303) (296) (293) (290) (287) (870)
（入湯税） (24) (24) (24) (24) (24) (72)
普通交付税 7,586 7,262 7,097 7,153 7,210 21,460 臨時財政対策債を含む

特別交付税 1,072 1,000 950 950 950 2,850
譲与税、交付金 1,341 1,534 1,100 1,122 1,144 3,366 H19所得譲与税廃止

その他の収入 129 110 73 73 73 219

15,069 14,828 14,758 14,878 14,852 44,488

人件費 4,246 4,262 4,216 4,100 4,019 12,335 H18職員数で固定

扶助費 822 827 833 839 844 2,516
公債費 3,530 3,615 3,647 3,792 3,654 11,093 H20償還ピーク

投資的経費 978 995 1,000 1,000 1,000 3,000 一般財源10億円ベース

繰出金 3,098 3,330 3,347 3,257 3,338 9,942
（水道事業） (157) (196) (163) (153) (150) (466)
（病院事業） (595) (673) (657) (513) (551) (1,721)
（下水道事業） (1,111) (1,149) (1,117) (1,142) (1,158) (3,417)
（国保、老人医療、介護） (1,233) (1,312) (1,410) (1,449) (1,479) (4,338)
（その他） (2) (0) (0) (0) (0) (0)
物件費、維持補修費、補助費等 2,598 2,620 2,490 2,490 2,570 7,550
減債基金積立金 20 40 65 70 50 185 ひみ市民債償還財源

15,292 15,689 15,598 15,548 15,475 46,621

△ 223 △ 861 △ 840 △ 670 △ 623 △ 2,133

△ 840 △ 1,510 △ 2,133

前年度からの繰越金（1/2） ② 279 303 96 1/2は財政調整基金に積立

財政調整基金からの繰り入れ ③ 400 600 財源補てんに係るもの

減債基金からの繰り入れ ④ 150 150 財源補てんに係るもの

その他の基金からの繰り入れ ⑤ 0 0 財源補てんに係るもの

606 192

前年度末 1,493 1,372 1,079
当年度積立 279 307 99
当年度取崩 400 600
当年度末 1,372 1,079
前年度末 1,400 1,253 1,130 1,186 1,194
当年度積立 21 44 69 74 54
当年度取崩 168 167 13 66 62
当年度末 1,253 1,130 1,186 1,194 1,186

計画期間中の財政収支見通し ～平成18年度ベースによる改革前の試算～

地域総合整備事業債、市民債償還

市民債償還財源及び利子の積立

法定（繰越金の1/2）及び利子の積立

年 度

歳入合計（A）

歳出合計（B）

収支差引額（A－B） ①

減債基金残高

H19以降の累積収支

決算収支合計 （①+②～⑤）

財政調整基金残高
財源補てん

⇒ 今後の改革により、収支
の乖離を段階的に解消し、平
成21年度の収支均衡を目指
す

⇒ 財政調整基金により補て
んする額を段階的に縮減
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３ 改革の視点 ～基本的な考え方～
前掲２の財政収支見通しでは、計画期間中の歳出見込額は歳入見込額を上回っ

ており、収支不足（歳入歳出要調整額）が生じることが見込まれています。
当面予想される厳しい局面を乗り切り、市の将来展望が拓けるよう、集中改革

プランでは、以下の４点を改革の視点として、市政全般にわたる改革に取り組み、
財政調整基金等も活用しながら、収支の乖離を段階的に解消し、財政収支の均衡
を目指します。

(1) 単年度収支の均衡
持続可能な行政体となるためには、歳入に見合った歳出構造へと転換を図る

必要があります。固定化し、増大する財政需要を大胆に見直し、税や交付税な
どの一般財源収入額との乖離を縮小して、単年度収支の均衡を図っていかなけ
ればなりません。
集中改革プランでは、人件費や投資的経費の更なる抑制をはじめ、歳出構造

の聖域なきスリム化を図り、財政調整基金等により補てんする額を段階的に縮
減して、平成２１年度での収支均衡を目指します。

(2) 財政基盤の強化
単年度収支の均衡を図り、持続可能な行政体となるためには、歳出構造を見

直すとともに、市税等の収入の増加を図り、財政基盤を強化する必要がありま
す。
集中改革プランでは、収支の改善を図る一方で、市の将来展望が拓けるよう、

氷見の持つ良さを発揮して交流人口の拡大を図るとともに、利便性・快適性と
いった居住環境の向上や若者の雇用の場の創出など、定住環境の整備を進め、
定住人口の確保を目指します。
このため、すばらしい自然や食文化など他にはない氷見の魅力や宝物を国内

外に広く情報発信するとともに、企業誘致や起業支援による雇用の増加、北大
町市有地の活用による地域の活性化等を通じて、市税等の収入の増加につなが
る施策を効果的に展開し、財政基盤の強化に努めます。

(3) 施策・事業の重点化
持続可能な行政体として将来展望を確かなものとしていくためには、人口構

造や社会経済情勢の変化にあわせ、病院や学校などの将来の財政需要を予測し、
新たなニーズに対応できるよう必要な財源を生み出していく必要があります。
集中改革プランでは、施策・事業の重要度や優先度を峻別し、財源及び人員

の配分について、市民の安全・安心のまちづくりや少子化対策、地域の活性化
などの分野にシフトし、重点化を図ります。

(4) 市民と市の協働によるまちづくりの推進
これからの地域経営は、「地域が自ら行う」、「地域と行政が相互に協力して行

う」、「行政が主体となって行う」の３要素をバランスよく取り入れ、市民と市
の協働によるまちづくりを推進する必要があります。
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集中改革プランでは、退職後の団塊世代が地域で活躍できる場を確保する観
点からも、「地域のことは地域で考えて実行する地域住民のネットワークづく
り」を支援するとともに、市職員が率先して地域の活動に参画し、地域と連携
して、元気でいきいきと暮らすことのできる地域社会を目指します。
また、個人や民間事業者・ＮＰＯ等が持っている創意工夫、サービス提供の

能力を最大限に活用するため、市民スタッフ（仮称）による行政への参画や、
民間主体による効率的で効果的なサービス提供体制づくりを目指します。
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４ 財政健全化に向けた取り組み ～主な改革方針～

計画期間中に見込まれる収支不足（歳入歳出要調整額）を段階的に解消し、財
政収支の均衡を図るため、集中改革プランにおいて取り組む主な改革方針は、概
ね次のとおりです。

(1) 公共施設及び事務事業の再編・整理等

教育環境の向上等サービス水準の確保を図りつつ、行政が担うべき役割と責
任を十分に見極め、公共施設及び事務事業の再編・整理、廃止・統合を進め、
限られた財源及び人員の重点的・効果的な配分に努めます。

公共施設等の再編・統廃合の推進
事務事業の再編・整理、廃止・統合
人件費の抑制
扶助費の抑制
公債費の抑制
投資的経費の抑制
繰出金の抑制
物件費、維持補修費、補助費等の抑制 など

(2) 民間委託・民営化等の推進

「民間でできることは民間で」を基本に、行政運営の効率化やサービス水準
の向上につながるものは、積極的に民間委託や民営化等を推進します。

施設管理運営の民営化
業務の民間委託
指定管理者制度の導入拡大の検討
規制改革による業務の民間開放の検討 など

(3) 組織・機構の見直し

社会経済情勢の変化に対応しつつ政策目的の達成を図るため、組織・機構の
見直しを行い、簡素で効率的な行政組織を目指します。

組織・機構改革の検討
審議会等附属機関の見直し検討 など

(4) 定員管理及び人事給与制度の適正化

市民の安心・安全対策や地方分権に伴う事務移譲、新たなまちづくり施策な
ど、マンパワーが求められる部門の充実強化に適切に対応しつつ、民間委託等
の推進や臨時職員の活用等により新規採用を抑制して、総定員の削減に努めま
す。
給与構造改革を着実に実施し、給与水準の適正化に努めるとともに、能力・

実績を重視した人事評価制度を確立し、任用等の処遇への活用を図ります。

定員管理適正化計画（平成１７年度～２１年度）の推進
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給与水準の適正化
能力・実績を重視した人事評価制度の確立
少数精鋭を目指した職員の能力開発 など

(5) 公営企業等の経営健全化

病院事業について、市との連携・協力の下、自主・自立の病院運営を基本に
経営改革を進め、より効率性・採算性を重視した病院経営と病院管理体制の強
化を図り、新病院建設の見通しを明らかにします。
上水道・下水道事業について、民間委託等による効率化を進め、収支の改善

を図ります。

病院事業の経営健全化 ～病院改革プログラムの推進～
上水道事業の経営健全化
下水道事業の経営健全化
国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業の見直し など

(6) 行政経営システムの見直し

市民と市の協働によるまちづくりの推進、透明で開かれた市政の推進、情報
化の推進等に努め、市民サービスの向上と行政運営の簡素化・効率化を図りま
す。

市民と市の協働によるまちづくりの推進
透明で開かれた市政の推進
情報化の推進 など

(7) 市税等収入の確保

交流人口の拡大を図るまちづくり、企業誘致・起業支援による雇用の増加、
北大町市有地の活用による地域の活性化等、市税等収入の増加につながる施策
を効果的に展開し、財政基盤の強化を図ります。
市民に不公平感や不満を感じさせないよう、公平な負担や課税に努めるとと

もに、市税の収納率向上、滞納額の解消を図ります。

新たな税源等の涵養
市税収納率の向上
その他の収入の確保 など

(8) 受益者負担の適正化

行政サービスを低下させずに財政収支の均衡を図り、かつ多様化・高度化す
る市民のニーズに応えていくためには、行政サービスに係る経費に応じて負担
の公平化を図る必要があり、無料のものも含めて、受益者負担のあり方を見直
し、適正化を図ります。

行政サービスに係る負担のあり方の見直し など
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５ プランの達成目標 ～改革後に目指す姿～

財政健全化に向けた取り組み等を通じて、計画期間中に達成を目指す数値目標
等は、概ね次のとおりです。

(1) 財政収支の改善

目標①：新たな税源等自主財源の確保（歳入増加目標 ３．４億円）
目標②：歳出構造のスリム化（歳出削減目標 △９．１億円）
目標③：平成２１年度一般会計決算における収支の均衡（財源不足による基

金からの繰り入れの解消）

市債の償還がピークを迎える平成１９年度、２０年度は収支の乖離が大きく、
これを一挙に解消することは極めて困難であり、市民生活に及ぼす影響も懸念
されることから、次の図に示したように、平成２１年度の収支均衡に向けて、
財政調整基金等を活用しつつ、段階的に解消を目指します。
収支改善目標額の考え方は、概ね次頁の表に掲げるとおり、平成２１年度の

収支要調整額６.２億円を基準に、平成１９年度がその１／３程度の２．１億円、
平成２０年度が同２／３程度の４．２億円、平成２１年度が同全額の６．２億
円とし、３年間の合計で１２．５億円の解消を目指します。また、残りの８．
８億円は財政調整基金等により補てんするものとします。
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■ 一般会計収支不足見込額への対応 （億円）

区 分
H17

決算額

H18

見込額

H19

見込額

H20

見込額

H21

見込額

H19～21

合計額

収支要調整額 2.2 8.6 8.4 6.7 6.2 21.3
収支改善目標額 － － 2.1 4.2 6.2 12.5
収支の補てん措置 8.3 10.5 6.3 2.5 0 8.8

前年度からの繰越金（1/2） 2.8 3.0 0.9 0 0 0.9
財政調整基金からの繰り入れ 4.0 6.0 5.4 2.5 0 7.9
減債基金からの繰り入れ 1.5 1.5 0 0 0 0

決算収支 6.1 1.9 0 0 0 0

ア 計画期間中の財政収支改善目標
計画期間中に見込まれる収支不足（歳入歳出要調整額）を解消し、一般会

計の収支の均衡を保つため、概ね次の表に掲げる額を目標として、歳入の増
加及び歳出の削減を図ります。

（百万円）

■ 歳入歳出要調整額（歳出見込額 － 歳入見込額） （A） ２,１３３

■ 集中改革プランによる収支改善目標額 （B） １,２５２

■ 財政調整基金等により補てんする額 （A）－（B） ８８１

［歳入の増加目標］

区 分 主な取り組み 目標額

市税 市税収納率の向上、新たな税源の確保など １２０
地方交付税 ０
譲与税、交付金 ０
その他の収入 未利用財産の売却、受益者負担の見直しなど ２２４

歳入増加目標額合計 ３４４

［歳出の削減目標］

区 分 主な取り組み 目標額

人件費 民間委託・民営化の推進、臨時職員の活用等
による総定員の削減、給与水準の適正化など

△３２７

扶助費 市単独事業の見直しなど △２５
公債費 低利債等への借り換え、新規借入の抑制など △４５
投資的経費 一般財源投入額の抑制、重点化、コスト縮減・

特定目的基金活用等による事業量の確保など
△３００

繰出金 自主・自立の病院経営改革、下水道投資の抑
制及び使用料の見直し、民間委託による効率
化など

△５６

物件費・維持補修費・補
助費等

公共施設及び事務事業の再編・整理等、業務
の効率化、内部管理経費の極力抑制など

△１５５

歳出削減目標額合計 △９０８



- 11 -

区分ごとの主な取り組み内容は、次のとおりです。
■ 市税
現年課税分の収納率が、平成１５年度９７．９％、１６年度９７．５％、

１７年度９７．５％と交付税算定の基準となる９８％を下回っていることか
ら、収納対策の強化や振替納税の推進に努め、収納率９８％以上を目指す。
併せて、税源移譲により、市が取り扱う税額が増加することから、滞納の

発生防止に努めるとともに、滞納整理を強化して滞納額の解消を図り、公平
な負担の確保に努める。
また、持続可能な行政体となるには財政基盤の強化が不可欠であることか

ら、企業の立地促進や定住・交流人口の増加を図り、新たな税源の確保に努
める。

■ 地方交付税及び譲与税・交付金
都市と地方の格差を是正し、財政力の弱い地域においても、住民生活に必

要なサービスを行うための財源が安定的に確保されるよう、全国市長会等を
通じ、強く国に働きかける。

■ その他の収入
未利用遊休財産の売却・貸付や出資財産の売却等により、財源の確保に努

める。
使用料・手数料等の受益者負担全般について、行政サービスに係る経費と

受益のバランスを見定め、近隣自治体との均衡に配慮しつつ、適正化を図る。
家庭ごみ収集の有料化及び持込手数料の改定については、平成１９年４月

の実施に向けて、周知・啓発に努め、市民の理解と協力を求める。

■ 人件費
定員管理適正化計画（平成１７～２１年度）を推進し、職員数を減員する

ことにより、人件費の抑制に努める。
特に、保育や現業部門は、民間が十分なノウハウを有していることから、

民営化や民間委託を急ぐべき分野であり、計画期間中、保育士や調理員・用
務員等の新規採用を原則行わない。
また、業務委託や臨時職員の活用等により代替可能な部門については、勧

奨退職を募り、新陳代謝を促進する。
給与水準については、国・県及び近隣自治体との均衡だけでなく、市の財

政状況や市内企業の実態等を考慮し、適正化に努めるとともに、能力・実績
主義による人事給与制度を早期に導入する。

■ 扶助費
米寿祝品など必要性や効果の薄い市単独事業を見直すとともに、所得に応

じた負担や給付を検討する。

■ 公債費
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新規借入の抑制に努めるとともに、借り換えによる負担の軽減及び平準化
に努める。

■ 投資的経費
病院改築や広域圏ごみ処理施設などの新たな財政需要が別途見込まれるこ

とから、施策・事業の重点化を図るとともに、コスト削減に資する事業手法
の導入や特定目的基金の活用などの創意工夫により事業量の確保に努め、現
行緊急プログラムで年間１０億円程度とした一般財源投入額を３年間合わせ
て３億円程度更に縮減する。

■ 繰出金
自主・自立の病院経営改革を徹底し、原則基準外の繰出しを行わない。
合併浄化槽の普及を促進し、新規の下水道投資を厳に抑制する。
民間委託等による業務の効率化を進めるとともに、受益者負担の適正化を

図る。
医療・介護に係る保険給付費の抑制に努める。

■ 物件費、維持補修費、補助費等
公共施設及び事務事業等の必要性や効果等を見極め、再編・整理、廃止・

統合等を推進する。
民間委託や一元管理等による業務の効率化に努めるとともに、内部管理経

費を極力抑制する。
補助金等交付基準に基づき、チェックを徹底し、補助金・負担金を見直す。

イ 改革後の財政収支見通し
前掲の財政収支改善目標を達成することにより、計画期間中の一般会計の

収支見通し（一般財源ベース）は改革前に比べ、次頁のとおり改善が図られ、
平成２１年度において収支均衡が図られる見込みです。
なお、財政収支見通しの試算の前提とした地方交付税制度等の諸条件に変

化が生じた場合は、変化の度合いに応じて取り組み内容を見直すこととしま
す。
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■ 一般会計（国・県支出金等の特定財源を除く一般財源ベースでの収支） （単位：百万円)

H17
決算額

H18
見込額

H19
見込額

H20
見込額

H21
見込額

H19～21
合計 備 考

市税 4,941 4,922 5,566 5,620 5,527 16,713 収納率up、税源確保等

普通交付税 7,586 7,262 7,097 7,153 7,210 21,460
特別交付税 1,072 1,000 950 950 950 2,850
譲与税、交付金 1,341 1,534 1,100 1,122 1,144 3,366
その他の収入 129 110 141 128 174 443 受益者負担見直し等

15,069 14,828 14,854 14,973 15,005 44,832

人件費 4,246 4,262 4,203 3,980 3,825 12,008 定員削減等

扶助費 822 827 828 829 834 2,491 市単独事業見直し等

公債費 3,530 3,615 3,642 3,777 3,629 11,048 新規借入抑制、借換等

投資的経費 978 995 950 900 850 2,700 総額抑制、重点化等

繰出金 3,098 3,330 3,347 3,229 3,310 9,886 投資抑制、受益者負担見直し等

物件費、維持補修費、補助費等 2,598 2,620 2,453 2,435 2,507 7,395 施設・事務事業再編等

減債基金積立金 20 40 65 70 50 185

15,292 15,689 15,488 15,220 15,005 45,713

△ 223 △ 861 △ 634 △ 247 0 △ 881 平成21年度収支均衡

△ 634 △ 881 △ 881

前年度からの繰越金（1/2） ② 279 303 96 0 0 1/2は財政調整基金に積立

財政調整基金からの繰り入れ ③ 400 600 538 247 0 財源補てんに係るもの

減債基金からの繰り入れ ④ 150 150 0 0 0 財源補てんに係るもの

その他の基金からの繰り入れ ⑤ 0 0 0 0 0 財源補てんに係るもの

606 192 0 0 0

前年度末 1,493 1,372 1,079 640 395
当年度積立 279 307 99 2 1
当年度取崩 400 600 538 247 0
当年度末 1,372 1,079 640 395 396
前年度末 1,400 1,253 1,130 1,186 1,194
当年度積立 21 44 69 74 54
当年度取崩 168 167 13 66 62
当年度末 1,253 1,130 1,186 1,194 1,186

年度末市債現在高 (億円) 336.3 327.6 314.9 300.4 287.1 臨時財政対策債を含む

人口1人当たり市債現在高 (万円) 60.1 59.0 57.1 54.9 52.9 通常債新規発行13億円程度

年度末住民基本台帳人口 (人) 55,970 55,545 55,122 54,704 54,288 H15～18年平均△0.76％により推計

H17
決算額

H18
見込額

H19
見込額

H20
見込額

H21
見込額

H19～21
合計 備 考

市税 28 40 52 120 現年収納率98％、新たな税源確保等

その他の収入 68 55 101 224 受益者負担見直し、未利用財産売却等

96 95 153 344

人件費 △ 13 △ 120 △ 194 △ 327 定員削減、給与水準適正化等

扶助費 △ 5 △ 10 △ 10 △ 25 市単独事業見直し等

公債費 △ 5 △ 15 △ 25 △ 45 新規借入抑制、借換等

投資的経費 △ 50 △ 100 △ 150 △ 300 総額抑制、重点化等

繰出金 △ 28 △ 28 △ 56 投資抑制、受益者負担見直し等

物件費、維持補修費、補助費等 △ 37 △ 55 △ 63 △ 155 施設・事務事業再編等

△ 110 △ 328 △ 470 △ 908

206 423 623 1,252

206 629 1,252

計画期間中の財政収支見通し ～改革後の試算～

年 度

歳入合計（A）

歳出合計（B）

収支差引額（A－B） ①

H19以降の累積収支

決算収支合計 （①+②～⑤）

財政調整基金残高
法定（繰越金の1/2）及び利子の積立

財源補てん

減債基金残高
市民債償還財源及び利子の積立

地域総合整備事業債、市民債償還

収支改善目標額の内訳

単年度収支改善目標額（A－B）

H19以降の累積収支改善目標額

年 度

歳入増加目標額（A）

歳出削減目標額（B）
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(2) 定員管理の適正化

目標①：総定員の抑制（平成２２年４月１日現在の総職員数８０６人程度、
平成１７年４月１日比較の減員率△９．３％）

目標②：定員管理の適正化（類似団体との比較が可能な住民基本台帳登録人
口による市民１，０００人当たりの普通会計職員数 平成２２年４
月１日現在８．１４人程度）

民間委託等の推進や臨時職員の活用等により新規採用を抑制して、概ね次の
表に掲げるとおり、現行の定員管理適正化計画を見直し、平成２２年４月１日
現在の職員数を８０６人程度とするよう、総定員の削減に努めます。
なお、平成２０年度以降の新規採用の考え方は、一般行政職（保健師・学芸

員等を含む）については、業務委託や臨時職員の活用等により、前年度退職者
の２／３程度の補充に止め、保育士及び調理員・用務員等の技能労務職につい
ては、民営化や民間委託等を推進して、原則補充を行わないこととします。ま
た、消防職については原則補充、医療職については病院の経営状況等に応じて
補充することとします。

■ 定員管理適正化計画の見直し （人，％）

5 年間の予定 H17 ⇒ H22
区 分

H17.4.1
総職員数 退職 採用

H22.4.1
総職員数 増減数 増減率(%)

現行計画(a) 889 174 129 844 △45 △5.1
見直し後(b) 889 185 102 806 △83 △9.3
比較増減(b-a) 0 11 △27 △38 △38 △4.2

＊ 見直し後の退職予定者は平成１８年７月１日現在の見込数。

■ 定員管理適正化計画見直し後の職員数の見込み （人，％）

H17.4.1 5 年間の予定 H22.4.1 H17 ⇒ H22
区 分

職員数 退職 採用 職員数 増減数 増減率(%)
一般行政職 335 60 33 308 △ 27 △ 8.1
保育士 85 32 0 53 △ 32 △ 37.6
技能労務職 129 35 0 94 △ 35 △ 27.1
消防職 52 6 6 52 0 0.0
医療職 288 52 63 299 11 3.8

合 計 889 185 102 806 △ 83 △ 9.3

＊ 一般行政職には、保健師、栄養士、学芸員、司書等を含む。

これにより、市民１，０００人当たりの普通会計職員数は、平成１７年４月
１日現在の９．０９人から、平成２２年４月 1 日現在では８．１４人程度（△
１０．５％）となる見込みです。

＊ 平成２２年４月１日現在の住民基本台帳登録人口を５４，２８８人と想定。
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(3) 公債費負担の適正化

目標①：債務総額の圧縮（公営企業等を含む市債及び債務負担行為等の現在
高 平成２１年度末５５０億円程度、平成１７年度末比較の減少率
△１１．２％）

目標②：将来負担の健全化（類似団体との比較が可能な住民基本台帳登録人
口による市民１人当たりの普通会計市債現在高 平成２１年度末５
２．９万円程度、実質公債費比率 平成２１年度１９．８％程度）

計画期間中の普通会計の通常債に係る新規借入を年間１３億円程度（現行プ
ログラムは１６億円程度）に抑制し、市の債務総額を、概ね次の表に掲げると
おり、平成２１年度末で５５０億円程度に圧縮し、公債費負担の適正化を図り
ます。
■ 市の債務総額の見込み （億円，％）

H17 ⇒ H21
区 分 H17 H18 H19 H20 H21

増減数 増減率(%)
年度末市債残高 581 566 546 536 530 △51 △8.8
うち普通会計 336 328 315 300 287 △49 △14.6
うち公営企業等 245 238 231 236 243 △2 △0.8

債務負担行為額 42 36 31 26 21 △21 △50.0
広域ごみ処理施設 0 0 0 0 2 2 皆増

債務総額の見込み 623 602 577 562 553 △70 △11.2

＊ 債務負担行為額は、債務が確定しているものの合計額（債務保証・損失補償に係る市

の債務が不確定のものを除く。）であり、主なものは国営かんがい排水事業に係る負担

金。H18 以降、新規の債務負担行為（市債に準ずるもの）を見込んでいない。

これにより、市民１人当たりの普通会計市債現在高は、平成１７年度末の６
０．１万円から、平成２１年度末では５２．９万円程度（△１２．０％）とな
る見込みです。

＊ 平成２２年４月１日現在の住民基本台帳登録人口を５４，２８８人と想定

また、実質公債費比率（３ヵ年平均値）は、平成２０年度から２１年度にか
けて、普通会計及び下水道特別会計の市債の償還がピークを迎えることに伴い、
今後、上昇が避けられない見通しであり、平成１７年度の１６．９％から、ピ
ークとなる平成２１年度には１９．８％程度となり、適正範囲とされる１８％
を下回るのは平成２４年度頃を見込んでいます。

◇ 実質公債費比率
実質公債費比率は、従来の起債制限比率とは異なり、下水道など公営企業債

の返済に充てた繰出金や、複数の自治体で消防やごみ処理などの事業を行う一
部事務組合の借入金なども含めて算定します。
この比率が、１８％以上の団体は地方債の発行に際し県の許可が必要となり、

２５％以上の団体は一般単独事業債等の発行に制限を受けることになります。
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(4) 事務事業の再編・整理等の推進

目標：事務事業の再編・整理等の見直し（毎年、事務事業数の５％（約４０
事業）以上を見直し）

すべての事務事業について、市民ニーズや事業効果等を見極め、再編・整
理、廃止・統合等を進め、真に必要とされるものに限られた財源及び人員の
重点化を図る必要があります。
このため、再編・整理等を行う事務事業の計画期間中の達成目標として、

毎年、事務事業数の５％以上の事業を見直すこととします。
＊ 平成１８年度当初予算の事務事業数 約７７０事業

(5) 公共施設の再編・整理等及び民間委託・民営化等の推進

目標：公共施設の再編・整理等及び民間委託・民営化等の見直し（１９１施
設中５％（約１０施設）以上を見直し、人件費を含めて１．４億円以
上の経費節減）

公共施設（公の施設と公の施設以外の施設）の効率的・効果的な活用を図
るため、管理のあり方や必要性等を検証し、用途変更や統合・廃止等を行う
とともに、行政運営の効率化やサービス水準の向上が期待され、住民や利用
者の理解と協力が得られるものについては、指定管理者制度の導入も含め、
積極的に民間委託や民営化等を推進する必要があります。
このため、個々の施設が持つ機能や特性に留意し、利用者へのサービス低

下や単なる負担の転嫁にならないよう配慮しつつ、計画期間中の達成目標と
して、総数１９１施設中５％以上の施設で見直しを行い、人件費を含めて１
億４千万円以上の経費節減を目指します。

個々の施設の将来的な見直しの方向性は、概ね次のとおりとします。
見直し区分 施設区分 見直しの方向性

保育所 地域や利用者の理解と協力を得
て、再編・整理を推進

阿尾森林公園、勤労青少年ホ
ーム、農業活性化センター

廃止等を検討

老人休養ホーム寿養荘、西部
プール

将来的に廃止を検討

小学校、中学校 中・長期的な将来計画を策定し、
適正配置を検討

再編・整理等
見直しの対
象とする施
設

ニチユーシーサイドクラブ、
就業改善センター

売却を検討

保育所 サービス向上が見込まれ、安定
的なサービス継続が可能である
場合に、民営化を推進

民営化の対
象とする施
設

市民農園、お休み処熊無 民営化を検討
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学校給食センター 業務全般を視野に民間委託に向
け準備を検討

リサイクルプラザ 直営部門の民間委託化を検討
市民病院、上水道施設、下水
道施設

市民病院の給食調理業務、上水
道施設の集中監視業務、下水道
施設の維持管理業務等、民間に
なじむものから民間委託を推進

余川谷農業研修館ほか農林
水産業研修施設１０施設、薮
田児童公園ほか小規模の都
市公園４７施設

地区への移管を検討

図書館、博物館 魅力の向上に努めるとともに、
ソフトの質の確保に十分留意し
つつ、より効率的で効果的な管
理のあり方を検討

ひみ獅子舞ミュージアム 指定管理者制度の活用を含め民
間活力の導入を検討

民間委託等
見直しの対
象とする施
設

海浜植物園 必要性を考慮しながら、活用方
法等を検討

(6) 自主・自立の病院経営

目標①：新たな不良債務の発生抑止と単年度収支の均衡化
目標②：新病院構想の推進

累積不良債務を解消し、市との連携・協力の下、自主・自立の病院運営を
基本に「市民病院改革プログラム」に基づく経営改革を進め、新病院建設の
見通しを明らかにします。
このため、良質な医療サービスの提供に欠かせない医師や看護師等のマン

パワーの確保に努めるとともに、経営状況に応じた給与制度の導入など、市
民病院改革プログラムに掲げる取り組みを着実に実施することにより、新た
な不良債務の発生を抑えて単年度収支の均衡化を図り、医療制度改革に適応
できる経営体質の構築を目指します。
併せて、市民病院将来構想の策定を進め、新病院構想の実現を目指します。
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６ 具体的な取り組み ～改革方針別の主な取り組み内容～

改革方針に基づき、目標の達成に向けて取り組む具体的な内容は、概ね次のと
おりです。
なお、以下の取り組みは、現時点における検討内容を掲げたものであり、今後、

状況の変化等に応じて逐次追加等の見直しを行います。

(1) 公共施設及び事務事業の再編・整理等
ア 公共施設の再編・整理等

番号 取り組み項目 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
1 旧ニチユーシ

ーサイドクラブ
の活用及び処
分

旧ニチユーシーサイドクラブ
について、活用提案に係る公
募選定事業者による活用及
び処分を進める。

19 年度 企画広報室、
財務課

2 老人休養ホー
ム寿養荘のあり
方

将来的に大規模修繕が必要
になった場合、廃止を含めて
あり方を検討する。

19～21 年度 福祉課

3 小規模保育所
の統合再編

公立保育所民営化等実行計
画（平成17年9月）に沿って、
将来的に 30 人を確保できな
い小規模保育所について、関
係者の理解を得て統合を推
進する。

19～21 年度
（継続実施）

福祉課

4 児童遊園の管
理

少子化や児童の遊びの変化
に伴い、児童遊園の必要性が
薄れてきており、地元への移
管や撤去を進める。

19～21 年度 福祉課

5 小規模都市公
園の管理

除草、清掃等の日常管理に
ついて地元での協力を進め
る。

19～21 年度 都市計画課

6 就業改善センタ
ーのあり方

就業改善センターの廃止を含
めて、活用方法を検討する。

19～21 年度 総務課、農林
課

7 農業活性化セ
ンターのあり方

農業活性化センターの廃止を
含めて、活用方法を検討す
る。

19～21 年度 農林課

8 農林水産業研
修施設の管理

農林水産業研修施設の指定
管理期間（H18～22）終了後、
地区または団体への移管を検
討する。

（23 年度） 農林課、水産
漁港課

9 阿尾森林公園
の廃止

利用実態と機能維持のために
要するコスト等を考慮し、阿尾
森林公園の廃止を検討する。

19 年度 農林課

10 海浜植物園の
管理

海浜植物園の効率的・効果的
な運営のあり方を検討する。

19 年度 企画広報室、
ふるさと整備
課
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11 小 ・ 中学校の
中・長期的な将
来計画の策定

小・中学校全体の中・長期的
な将来計画を策定し、関係者
の理解を得て、小規模校の統
合による複式学級の解消や教
育効果の向上を図る。

19～21 年度
（継続実施）

学校教育課

12 勤労青少年ホ
ームのあり方

勤労青少年ホームの廃止を
含めて、活用方法を検討す
る。

19～21 年度 生涯学習課

13 地区公民館の
あり方

市全体の将来的な公民館配
置の方向性を検討する。

19～21 年度 生涯学習課、
中央公民館

14 西部プールの
あり方

将来的に大規模修繕が必要
になった場合、廃止を含めて
あり方を検討する。

19～21 年度 生涯学習課

15 図書館、博物館
の管理

市民の学習活動を促進するた
め、図書館と博物館が連携し
て魅力の向上に努めるととも
に、市民参画による運営な
ど、より効率的で効果的な管
理のあり方を検討する。

19～21 年度 図書館、博物
館

イ 事務事業の再編・整理等
番号 取り組み項目 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
16 事務事業評価

の活用による事
務事業の見直
し

事務事業評価を継続的に実
施し、事務事業の重要度や優
先度に応じて、整理合理化を
促進する。

19～21 年度
（継続実施）

企画広報室、
総務課、財務
課

17 予算要求枠の
抑制による事務
事業の重点化

予算編成時の要求枠配分を
厳しく抑制し、事務事業の重
点化を促進する。

19～21 年度
（継続実施）

財務課

18 市単独扶助事
業の見直し

市単独措置の必要性を精査し
存廃を検討するとともに、所得
制限や自己負担の導入等負
担の適正化を検討する。

19～21 年度 福祉課

19 新規借入の抑
制

普通会計の通常債新規借入
を年間 13 億円程度に抑制す
る。

19 年度 財務課

20 縁故債等の借り
換えによる公債
費負担の平準
化

施設の耐用年数と市債償還
年限とのバランス等を考慮し、
借り換えによる負担の平準化
を図る。

19～21 年度
（継続実施）

財務課

21 低利債への借り
換えによる公債
費負担の軽減

低利率への借り換えを推進
し、公債費負担の軽減を図
る。

19～21 年度
（継続実施）

財務課

22 投資的経費の
抑制

投資的経費に充当する一般
財源の額を計画期間中の 3 ヵ
年で総額 27 億円（単年度平
均 9億円）程度に抑制する。

19～21 年度 企画広報室、
財務課ほか
関係各課
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23 コスト縮減や基
金の活用等に
よる事業量の確
保

事業コストの縮減や特定目的
基金の活用等の創意工夫に
より投資的経費の事業量の確
保に努める。

19～21 年度
（継続実施）

財務課ほか
関係各課

24 公共投資の重
点化による事業
の廃止・休止

園市営住宅第 3 期建替事業
の中止を含めた計画見直しを
検討する。

20 年度 都市計画課

25 地域住民自ら
が実行する事
業手法の推進

道路整備地域支援事業、水
路整備地域支援事業など地
域住民自らが実行する事業手
法の定着化と対象事業の拡
大を図る。

19～21 年度
（継続実施）

建設課

26 ＰＦＩ等民間主
体による整備手
法の推進

ＰＦＩ等民間主体による整備手
法について、効果等を検証し
つつ、導入を検討する。

19～21 年度 企画広報室
ほか関係各
課

27 消防車両等の
更新計画の見
直し

消防署の消防車両等の使用
期間の延長に努め、更新に係
るコストの軽減を図る。

19～21 年度 消防本部

28 一元管理による
業務の効率化

道路整備や治山・治水事業な
ど複数の部課にまたがる業務
の一元化を検討し、効率化を
図る。

19 年度 総務課ほか
関係各課

29 地籍調査業務
の効率的な実
施

競争入札制度や専門職員の
活用、業務の改善等、効率的
な実施手法を検討する。

19 年度 ふるさと整備
課

30 事務経費の抑
制

創意工夫により事務経費を極
力抑制する。
・郵便発送業務の集約化
・庁内文書等のペーパーレス

化
・各種印刷物の廃止、データ

化 など

19～21 年度 総務課、財務
課ほか関係
各課

31 臨時・パート職
員の配置見直
し

臨時職員等の必要性を精査
し、効率的な配置とする。

19～21 年度
（継続実施）

総務課ほか
関係各課

32 ごみの減量化
の推進

数値目標（平成 17 年度比で
22 年度までに 15％削減）を設
けてごみの減量化を推進し、
ごみ処理コストの軽減を図る。

（22 年度） 環境課

33 広域連携による
ごみ処理業務
の効率化の推
進

高岡地区広域圏ごみ処理施
設整備計画を推進し、業務の
効率化を図る。

19～21 年度
（継続実施）

環境課

34 補助金・負担金
等の見直し

補助金等交付基準に基づく補
助金・負担金等のチェックを徹
底し、適正な執行を確保す
る。

19～21 年度
（継続実施）

財務課ほか
関係各課
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35 路線バス維持
対策費補助金
のあり方の検討

利用者数の減少等により年々
増加する路線バス維持対策費
補助金のあり方を検討する。

19～21 年度 商工観光課

36 遠距離通学費
補助金の見直
し

実態に応じた支給方法に見直
すなど、補助制度のあり方を
検討する。

19～21 年度 学校教育課

37 財政援助団体
等の自立化促
進

財政援助団体等の自立化を
図るため、人件費等に対する
助成の廃止を検討する。

19～21 年度 財務課ほか
関係各課

38 同盟会等の見
直し

事業促進のための同盟会、協
議会などの必要性を再検討す
る。

19～21 年度 建設部・産業
部の関係各
課

39 資金貸付制度
の見直し

市が行う資金貸付制度につい
て利用実態や民間との競合の
観点から廃止を検討する。

19～21 年度 福祉課ほか
関係各課

(2) 民間委託・民営化等の推進
番号 取り組み 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
40 指定管理者制

度の導入拡大
指定管理者制度の導入効果
を見極めつつ、今後の導入拡
大について検討する。

19～21 年度
（継続実施）

総務課ほか
関係各課

41 規制改革による
業務の民間開
放

市の業務の民間開放につい
て対象とする業務や導入手
法、導入効果等を検証する。

19～21 年度 総務課ほか
関係各課

42 庁舎維持管理
業務の民間委
託

庁舎維持管理業務の委託範
囲の拡大を検討する。

19～21 年度 財務課

43 公用車運転管
理業務の民間
委託

職員の退職に合わせて、公用
車運転管理業務を見直し、必
要なものについて民間委託を
推進する。

19 年度 財務課

44 公立保育所の
民営化

公立保育所民営化等実行計
画に沿って、公立保育所の民
営化を推進する。

19～21 年度
（継続実施）

福祉課

45 リサイクルプラ
ザ直営業務の
委託

民間委託など施設の効率的な
管理運営手法を検討する。

19～21 年度 環境課

46 道路管理センタ
ー業務の委託

道路パトロールや簡易道路補
修など道路管理センター業務
の民間委託を検討する。

19～21 年度 建設課

47 上下水道営業
担当業務の民
間委託

上下水道料金に係る収納、検
針等の営業担当業務につい
て委託範囲を拡大する。

19 年度 上下水道課

48 市民農園の民
営化

市民農園の民間への移管を
検討する。

19～21 年度 農林課
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49 田園漁村空間
博物館施設の
民間委託・民営
化

ひみ獅子舞ミュージアム及び
お休み処熊無について、指定
管理者制度の活用も含めて民
間委託や民営化を検討する。

19～21 年度 ふるさと整備
課

50 学校給食調理
業務の集約化
及び民間委託

保護者の理解を得て、単独調
理実施校の給食調理業務を
学校給食センターに集約化を
図り、併せて学校給食センタ
ー業務の民間委託を検討す
る。

19～21 年度 学校教育課、
学校給食セン
ター

51 給食調理業務
のパート化及び
民間委託

職員の退職に合わせて、給食
調理業務のパート化及び民間
委託を推進する。

19～21 年度
（継続実施）

学校教育課
ほか関係各
課

52 学校用務員業
務のパート化及
び民間委託

職員の退職に合わせて、用務
員業務のパート化及び民間委
託を推進する。

19～21 年度
（継続実施）

学校教育課

(3) 組織・機構の見直し
番号 取り組み 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
53 第 7 次総合計

画等の推進体
制の整備

政策目的の達成に向けて、効
率的かつ効果的な行政組織
への転換を図る。

19 年度 総務課

54 組織・機構のス
リム化

部・課等の総数の縮減など組
織・機構のスリム化に努める。

19～21 年度
（継続実施）

総務課

55 助役、収入役
制度の見直し

改正地方自治法の施行に伴
い、収入役を廃止して一般職
の会計管理者を置くなど所要
の見直しを行う。

19 年度 総務課

56 業務の一元化
に伴う組織の見
直し

複数の部課にまたがる業務の
一元化に併せて組織の見直し
を検討し、効率化を図る。

19 年度 総務課ほか
関係各課

57 防災・危機管理
体制の強化

災害時の危機管理体制の強
化を図るため、専任組織の設
置を検討する。

19 年度 総務課

58 災害時におけ
るマンパワーの
確保

道路や治山・治水など防災基
盤の整備に係る技術部門を集
約しマンパワーの弾力的運用
を図る。

19 年度 総務課ほか
関係各課

59 市税の滞納整
理体制の強化

市税の滞納の一掃に取り組む
ため、専任組織の設置を検討
する。

19 年度 税務課

60 事務分掌の明
確化及び所管
換え

事務事業の促進と効果的な運
用を図るため、事務分掌の明
確化及び所管換えを検討す
る。

19～21 年度
（継続実施）

総務課ほか
関係各課

61 意思決定の迅
速化

事務決裁規程等の見直しによ
り意思決定を迅速化し、事務
の効率化を図る。

19～21 年度
（継続実施）

総務課ほか
関係各課
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62 審議会等附属
機関の見直し

社会経済情勢の変化に伴い、
必要性が薄れてきている審議
会等の見直しを検討する。

19～21 年度 総務課

(4) 定員管理及び人事給与制度の適正化
ア 定員管理の適正化

番号 取り組み 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
63 総定員の削減 定員管理適正化計画（平成

17 年度～21 年度）を推進し、
平成 22 年 4 月の総職員数を
806人程度（平成17年比較△
83 人、△9.3％）とする。

（22 年度） 総務課

64 新規職員採用
の抑制

一般行政職の採用は前年度
退職者の 2/3 以内に抑制、保
育士・技能労務職は原則採用
停止とする。

20 年度 総務課

65 勧奨退職の募
集等による新陳
代謝の促進

勧奨退職を募集し、職員の新
陳代謝を促進する。

19～21 年度
（継続実施）

総務課

66 専門職員の活
用

情報システム管理や地籍調査
業務など専門性が求められる
分野に専門職員（常勤または
非常勤）の配置を検討する。

19～21 年度 総務課ほか
関係各課

67 公募による臨時
職員等の活用

臨時職員等により対応が可能
な業務について、公募による
臨時職員、人材派遣等を積極
的に活用する。
・職員福利厚生共済業務
・不動産登記財産管理業務
・戸籍住民票等窓口業務
・介護認定調査業務
・道路維持管理業務
・市営住宅管理業務
・上水道庶務経理業務
・下水道届出受付整理業務
・給食センター庶務業務
・図書館司書業務
・移動図書館業務
・学校図書館司書業務 など

19～21 年度
（継続実施）

総務課ほか
関係各課

68 配置転換・職種
転換等の活用

民間委託の推進等に伴って
見直しが必要となる業務につ
いて、職種にとらわれない人
材活用を図り、効率的な人員
配置に努める。

19～21 年度
（継続実施）

総務課

イ 人事給与制度の適正化
番号 取り組み 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
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69 平成 18 年給与
構造改革に係
る経過措置等
の適正実施

標準職務表及び昇給昇格基
準の適正運用、枠外昇給の廃
止、高齢職員の昇給抑制、現
給保障等に伴う昇給抑制
（H22.4.１まで）など給与構造
改革を適正に実施する。

19～21 年度
（継続実施）

総務課

70 特別職の給与
10％削減継続

市長、助役、教育長の給与の
10％削減を継続する。

19～21 年度
（H15.4～
継続実施）

総務課

71 管理職手当の
見直し

管理職手当を見直し、定額化
する。

19 年度 総務課

72 管理職手当の
10％削減継続

平成 22 年 3 月まで管理職手
当の 10％削減を継続する。

19～21 年度
（H15.10～
継続実施）

総務課

73 特殊勤務手当
の見直し

特殊勤務手当の必要性を検
討し見直しを図る。

19～21 年度 総務課

74 時間外勤務の
縮減

業務の効率化や事務分担の
見直しによる業務の平準化、
勤務時間の弾力的運用等に
より、時間外勤務の縮減に努
める。

19～21 年度
（継続実施）

総務課ほか
関係各課

75 人事評価制度
の段階的導入

能力・実績を重視した人事評
価制度（能力評価・業績評価）
を確立し、管理職から段階的
に導入する。

19～21 年度
（継続実施）

総務課

76 少数精鋭を目
指した職員の
能力開発

少数精鋭を目指し、多様な研
修の実施による職員の意識改
革、スキルアップに努める。

19～21 年度
（継続実施）

総務課

(5) 公営企業等の経営健全化
番号 取り組み 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
77 病院事業の経

営健全化
～市民病院改
革プログラムの
推進～

・医師・看護師などマンパワー
の確保

・勤労者支援外来の実施
・経営状況や業績に見合った

給与制度の導入
・業務目標の設定と各診療科

の連携の強化
・専門診療科目の設置、健診

機能の強化
・コスト意識の徹底と業務にお

けるムダ・ムリ・ムラの排除
・定員管理及び給与の適正

化の推進
・現業部門の民間委託・パー

19～21 年度 経営管理課、
医事課
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ト化の推進
・病院事業管理者給与の１

０％削減継続（H15.10～）
・院内保育の実施など就労環

境の整備
78 新病院構想の

推進
病院将来構想の策定を進め、
新病院建設の見通しを明らか
にする。

19～21 年度 経営管理課、
医事課

79 上水道事業の
経営健全化

・未加入世帯の加入促進
・施設の監視・点検維持管理

業務の民間委託推進
・県との水道用水受水協定の

見直し検討
・定員管理及び給与の適正

化の推進

19～21 年度 上下水道課

80 下水道事業の
経営健全化

・未加入世帯の加入促進
・施設維持管理業務の包括

的民間委託の実施
・下水道使用料の見直し検討
・事業完了地区汚水枡設置

事業の廃止検討
・新規地区下水道建設事業

の休止検討
・合併浄化槽の普及促進
・定員管理及び給与の適正

化の推進

19～21 年度 上下水道課

81 国民健康保険
事業、老人保
健医療事業、
介護保険事業
の見直し

・国民健康保険税及び介護
保険料に係る受益と負担の
適正化検討

・ＰＰＫ（健康で長寿を全うす
ること）の推進による保険給
付費の抑制

・後期高齢者医療保険業務
の広域処理

・定員管理及び給与の適正
化の推進

19～21 年度 市民課、健康
課

(6) 行政経営システムの見直し
番号 取り組み 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
82 地域のネットワ

ークづくりの推
進

地域のことは地域で考えて実
行する地域住民のネットワーク
づくりを推進する。

19～21 年度
（継続実施）

企画広報室
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83 ボランティアグ
ループ・ＮＰＯ
等による活動の
活性化推進

個人やボランティアグループ・
ＮＰＯ等が持っている創意工
夫、サービス提供の能力活用
を図る。

19～21 年度
（継続実施）

企画広報室
ほか関係各
課

84 地域が自主的
に使うことがで
きる交付金制度
の検討

市事業のうち地域に委ねる方
が効果的なものを整理統合し
地域が自主的に使うことがで
きる交付金制度を検討する。

19～21 年度 企画広報室
ほか関係各
課

85 市 民 ス タ ッ フ
（仮称）による市
政参画の推進

市政の一部を担う市民スタッ
フ（仮称）を公募し、市政への
参画を推進する。

19～21 年度 総務課ほか
関係各課

86 パブリックコメン
トやネットモニタ
ー等の活用に
よる市政参画の
推進

各種計画策定等に係るパブリ
ックコメントの実施や、インター
ネットを活用した施策アンケー
トの実施などにより市民の市
政参画を推進する。

19～21 年度
（継続実施）

企画広報室
ほか関係各
課

87 ゼロ予算事業
の検討

既存資源の活用等創意工夫
を図り、市民サービスの向上
に努める。

19～21 年度 企画広報室
ほか関係各
課

88 新規単独事業
の終期設定

新規単独事業の予算化に当
たり、終期の設定を徹底する。

19 年度 財務課ほか
関係各課

89 情報の公開及
び個人情報の
適正管理

積極的な情報公開により市民
参加による開かれた市政を推
進するとともに、個人情報の適
正な管理に万全を期する。

19～21 年度
（継続実施）

総務課ほか
関係各課

90 入札・契約方式
の見直し

随意契約の見直し、複数年契
約の実施、公募型指名競争
入札及び条件付一般競争入
札の実施等により、透明性・競
争性を確保し、コスト軽減を図
る。

19～21 年度
（継続実施）

財務課ほか
関係各課

91 入札予定価格
の事前公表

建設工事 130 万円以上及び
調査委託業務 50 万円以上の
入札について予定価格を事
前に公表する。

19～21 年度
（継続実施）

財務課

92 主要財政指標
及び定員・給与
等の状況の公
表

財務情報や人事給与情報等
について類似団体等との比較
が可能な形で市民に公開す
る。

19～21 年度
（継続実施）

総務課、財
務課

93 情報化、システ
ム化による行政
サービスの向上
と事務の効率
化の推進

業務の情報化、システム化を
推進し、行政サービスの向上
と事務効率の向上を図る。

19～21 年度
（継続実施）

企画広報室
ほか関係各
課

94 市民がわかりや
すく使いやすい
ホームページ
づくり

市ホームページをリニューア
ルし、市民がわかりやすく使い
やすいホームページづくりに
努める。

19～21 年度 企画広報室
ほか関係各
課
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95 各種届出・申請
手続等の簡素
化、電子化の
推進

県内市町村の共同処理による
電子申請・届出システムの構
築を検討する。

19～21 年度
（継続実施）

企画広報室
ほか関係各
課

(7) 市税等収入の確保
番号 取り組み 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
96 観光の振興等

による交流人口
の拡大

氷見の持つ良さを発揮して観
光の振興を図り、宿泊客等交
流人口の拡大に努める。

19～21 年度
（継続実施）

商工観光課
ほか関係各
課

97 企業誘致・起業
支援の推進、
新規雇用の増
加

企業誘致や起業支援を推進
して雇用の増加を図り、市財
政の基盤の強化に努める。

19～21 年度
（継続実施）

まちづくり推
進本部、商
工観光課

98 住宅立地の促
進

民間主体による住宅立地の促
進を図り定住人口の確保に努
める。

19～21 年度
（継続実施）

企画広報室
ほか関係各
課

99 北大町市有地
の活用

北大町市有地の活用による地
域の活性化を推進する。

19～21 年度 まちづくり推
進本部ほか
関係各課

100 構造改革特区
等の活用

構造改革特区等の活用による
地域の活性化を推進する。

19～21 年度
（継続実施）

企画広報室
ほか関係各
課

101 市税現年課税
分収納率の向
上

収納対策の創意工夫により、
現年課税分収納率 98％以上
の確保に努める。

19～21 年度 税務課

102 新規滞納発生
の抑制

口座振替の促進、電話や訪
問による催告の強化等を図
り、新規滞納発生の抑制に努
める。

19～21 年度 税務課

103 滞納整理の強
化

悪質滞納者に係る財産の差
押や公売の実施など滞納整
理を強化し、公平な税負担の
確保を図る。

19～21 年度 税務課

104 県との連携の
強化

県民税直接徴収を実施するな
ど、県と連携して住民税の徴
収強化を図る。

19～21 年度
（継続実施）

税務課

105 収納方法の多
様化

コンビニ収納等収納方法の多
様化について費用対効果を
見極めた上で導入を検討す
る。

19～21 年度 会計課、税
務課ほか関
係各課

106 特定目的基金
の有効活用

特定目的基金の趣旨に沿っ
た有効活用を検討する。

19～21 年度
（継続実施）

財務課ほか
関係各課

107 未利用財産の
売却及び有効
活用

未利用の土地・建物について
売却や貸付・転用等の有効活
用を検討する。

19～21 年度
（継続実施）

財務課ほか
関係各課

108 法定外公共物
の売却

法定外公共物の用途廃止後
の土地の売却を推進する。

19～21 年度
（継続実施）

財務課
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109 出資財産の売
却

市が出資している株式等有価
証券の売却を検討する。

19～21 年度 財務課ほか
関係各課

110 有料広告の導
入

自主財源の確保を図るため、
市ホームページ、広報紙等に
おける有料広告の掲載を検討
する。

19 年度 企画広報室
ほか関係各
課

(8) 受益者負担の適正化
番号 取り組み 主な取り組み内容 実現目途 主管部局
111 受益者負担全

般に係るあり方
の検討

サービス利用コストの負担の
公平性を図る観点から、受益
と負担の適正化を検討する。

19～21 年度 財務課ほか
関係各課

112 家庭ごみの有
料化

ごみの減量化・資源化を推進
するため、市民の理解を得て
有料化を実施する。

19 年度 環境課

113 事業系ごみ処
理手数料の見
直し

ごみの減量化・資源化を推進
するため、市民の理解を得て
ごみ持ち込み手数料の改定を
実施する。

19 年度 環境課

114 公園使用料の
見直し

氷見運動公園パークゴルフ場
利用の有料化を検討する。

20 年度 都市計画課
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７ プランの進行管理 ～改革の実現に向けて～

(1) プランの進行管理と結果の公表
集中改革プランを着実に推進するため、「氷見市行政改革推進本部」において、

常に進行状況を点検し、随時関係部局に指示するなどして進行管理を行うとと
もに、「氷見市行政改革推進市民懇話会」に実施状況を報告し、改革に対する意
見、提言等を求めていきます。
また、市民の理解を深めるため、広報ひみ、市のホームページ、行政チャン

ネル等の情報媒体を通じて市民にわかりやすい形で実施状況を公表するととも
に、広く市民の意見を求めていきます。

(2) プランの推進に当たって
ア 職員の意識改革、能力開発の推進

集中改革プランの推進に当たっては、市職員が自らの意識を変えていくこ
とが重要となります。職員一人ひとりが市民へのサービス提供者であること
を自覚し、生活者の目線に立って職務を遂行するとともに、社会経済情勢や
民間企業等の現状を認識し、常にコスト意識を持ち、目標を定めて行動する
必要があります。
また、市政の担い手として、市民の信頼と負託に応えていけるよう、自ら

の能力開発に努めなければなりません。
このため、目標による管理の手法を取り入れ仕事の進め方等の改善を図る

ほか、計画的な研修の実施や自己啓発に対する支援、民間企業との交流、市
政の重要事項に関する情報や全国の先進事例に関する情報の共有化等を通じ
て、職員の意識改革や能力開発を促していきます。

イ 市民のコンセンサスづくり
改革を早期に具体化していくためには、市職員はもとより、市民、議会、

関係団体等の理解と協力が重要であり、市の財政状況や集中改革プランの内
容をよく理解し、危機感を共有化して、目標を達成するために努力する環境
づくりが必要です。
このため、市民にわかりやすい財政情報等の提供を行うとともに、市長の

まちかどトークや職員による出前講座など、あらゆる機会を活用し、市政に
関する情報をオープンにすることにより、市民総ぐるみの改革としていける
よう、コンセンサスづくりに努めます。


